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新型コロナウイルス感染症が拡大している中、秦野市議会における

感染症対策について、次のとおり実施する。  

１ 基本的対策 

(1) 倦怠感（強いだるさ）や呼吸困難（息苦しさ）、のどの痛み、高

熱等の強い症状がある場合や、基礎疾患があるなど重症化しやす

い方で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合、また、

それ以外で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合は、別

紙「行動フロー図」に基づき、会議を欠席するなど適切な対応を

とる。  

(2) 手洗い、うがい、検温、マスク着用等、自身の健康管理を徹底す

るとともに、不要不急の外出を避けるなど、感染症の予防に努め

る。  

２ 本会議・委員会等の開催時の対策 

(1) 議場や会議室の入口に消毒液を設置し、手指の消毒を行う。  

(2) 議員や職員等はマスクを着用する（マスクは各自で調達）。  

(3) 大人数で長時間の会議を行うことを避けるとともに、会議中は、

室内の窓を開け、外気を取り入れる。  

(4) 出席者同士が接近しないようなレイアウトに努める。対面とな

る場合、できる限り２メートル以上間隔を開ける。  

３ 傍聴する場合の対策 

(1) 傍聴の際は、マスクを着用し、咳エチケットを徹底する。  

(2) 議場や会議室への入室の際、手指の消毒を行う。  

(3) 発熱等、風邪の症状がある場合は傍聴を控える。  

４ その他 

(1) 議員（家族等を含む）において、新型コロナウイルスについて、

①感染の可能性が発生した場合、②ＰＣＲ検査等（抗原検査キッ

ト使用の場合を含む）を受けた場合、③ＰＣＲ検査等の結果が判

明した場合、④濃厚接触者となった場合、⑤医師の臨床診断で陽

性と判断された場合は、いずれも議会局へ報告する（別紙行動フ

ロー図参照）。  



(2) 議員が新型コロナウイルス感染症陽性者と確認された場合、マ

スコミへの公表について検討する。  

※公表（案）：年代、性別、陽性が確認された日、現在の状態（入

院、軽症、自宅待機等）等  



 

           

①  倦怠感、呼吸困難、高熱、のどの痛み  

②  基礎疾患等で重症化しやすい場合、比較的軽い風邪症状  

③  ①、②以外で、発熱や咳など比較的軽い風邪症状が続く場合  

               

かかりつけ医へ電話相談  

 

かかりつけ医受診        

                 

 

 

 

                                          

 

                   

 

   発熱診療等医療機関でＰＣＲ検査等  

            

 

     自宅静養  

 

   

             検  査  結  果  報  告  

             陰性     陽性（自主療養（※ 1）含む）  

 

            自宅静養      

 

 

                      

            復  帰  7 日間または 10 日間療養  

                    

新型コロナウイルス感染症  

専門ダイヤル（音声案内１）に電話  

紹介された医療機関を予約・受診  

※疑いあり  

検査実施報告  

検査結果報告  

県☎ 0570-056-774(24 時間対応 )  

   上記がつながらない場合  

 ☎ 045-285-0536(24 時間対応 )           

【行動フロー図】 

議会局へ報告  

●濃厚接触者について（※２）            

濃厚接触者となり不要不急の外出自粛（基本的には 7 日間）となった場合は  

議会局に報告   

（家族等が該当する場合も含む）  

※陽性と判明した場合、保健所の調査

に備え、発症（発熱や呼吸器障害等）前  

２日間の行動履歴を整理しておく。  

を整理  

議会局へ報告  

※家族等が陽性（自主療養）とな

った場合も含む  

 

議会局へ報告  

※家族等が PCR 検査等

を受けた場合も含む  

・かかりつけ医がいない  

・ か か り つ け 医 に 電 話 相 談 し た

が受診できない  

症状回復  

※疑いあり  

議会局へ報告  

●一般相談も新型コロナウイルス感染症専門ダイヤルへ（音声案内１以外）  

 県☎0570-056-774 または  ☎045-285-0536（平日： 9 時～ 17 時）  

※ 1 自主療養・・・重症化リス

ク が 低 い方 で 、抗 原 検査 キ ッ

ト や 無 料 検 査 で 陽 性 が 判 明

し、医療機関の診断を待たず、

自ら療養を始める            

※２濃厚接触者・・・陽性者と

同居・長時間接触、必要な感染

予防対策なしで陽性者と 15 分

以上接触があった者など            

● 7 日間：PCR 陽

性 、 自 主 療 養 者

で症状なし  

● 10 日間：PCR 陽

性 、 自 主 療 養 者

で症状あり  

医療機関を受診せず

自身で検査 (抗原検

査キット使用）  


